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（
枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全

上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関

す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二

材
料

第
二

材
料

一

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
枠
組
材
の
品
質
は
、
構
造
部
材
の
種

一

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
枠
組
材
の
品
質
は
、
構
造
部
材
の
種

類
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

類
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

構
造
部
材
の
種
類

規

格

構
造
部
材
の
種
類

規

格

（
略
）

（
略
）

床
根
太
及
び
天
井

に
掲
げ
る
規
格
、
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「

床
根
太
及
び
天
井

に
掲
げ
る
規
格
、
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「

（二）

（一）

（二）

（一）

根
太

Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｇ
三
三
〇
二
（
溶
融
亜

根
太

Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｇ
三
三
〇
二
（
溶
融
亜

鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
規

鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
規

定
す
る
鋼
板
及
び
鋼
帯
の
規
格
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ

定
す
る
鋼
板
及
び
鋼
帯
の
規
格
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ

三
三
一
二
（
塗
装
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び

三
三
一
二
（
塗
装
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び

鋼
帯
）
―
一
九
九
四
に
規
定
す
る
鋼
板
及
び
鋼

鋼
帯
）
―
一
九
九
四
に
規
定
す
る
鋼
板
及
び
鋼

帯
の
規
格
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
二
一
（
溶
融
五

帯
の
規
格
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
二
一
（
溶
融
五

十
五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合
金
め
っ
き
鋼

十
五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合
金
め
っ
き
鋼

板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
規
定
す
る
鋼
板

板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
規
定
す
る
鋼
板

及
び
鋼
帯
の
規
格
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
二
二
（

及
び
鋼
帯
の
規
格
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
二
二
（

塗
装
溶
融
五
十
五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合

塗
装
溶
融
五
十
五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合

金
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
規

金
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
規

定
す
る
鋼
板
及
び
鋼
帯
の
規
格
又
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ

定
す
る
鋼
板
及
び
鋼
帯
の
規
格
又
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
五
三
（
一
般
構
造
用
溶
接
軽
量
Ｈ
形
鋼

Ｇ
三
三
五
三
（
一
般
構
造
用
溶
接
軽
量
Ｈ
形
鋼

）
―
一
九
九
〇
に
規
定
す
る
形
鋼
の
規
格
（
鋼

）
―
一
九
九
〇
に
規
定
す
る
形
鋼
の
規
格
（
鋼

材
の
厚
さ
が
二
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
六
ミ

材
の
厚
さ
が
二
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
六
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
下
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下

リ
メ
ー
ト
ル
以
下
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下

「
軽
量
Ｈ
形
鋼
規
格
」
と
い
う
。
）

「
軽
量
Ｈ
形
鋼
規
格
」
と
い
う
。
）
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（
略
）

（
略
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）
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（
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
及
び
床
版
に
、
枠
組
壁
工
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
も
の
を
用
い
る
場
合
に
お

け
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
当
該
壁
及
び
床
版
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
及
び
床
版
に
、
枠
組
壁
工
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
も
の
を
用
い
る

場
合
に
お
け
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
当
該
壁
及
び
床
版
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省

告
示
第
千
五
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
に
、
枠
組
壁
工
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
る

第
一

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
に
、
枠
組
壁
工
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
る

も
の
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
当
該
壁
の
構
造
方
法
は

も
の
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
当
該
壁
の
構
造
方
法
は

、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

各
階
の
張
り
間
方
向
及
び
桁
行
方
向
に
配
置
す
る
耐
力
壁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

五

各
階
の
張
り
間
方
向
及
び
け
た
行
方
向
に
配
置
す
る
耐
力
壁
は
、
そ
れ
ぞ
れ

方
向
に
つ
き
、
耐
力
壁
の
た
て
枠
相
互
の
間
隔
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超

の
方
向
に
つ
き
、
耐
力
壁
の
た
て
枠
相
互
の
間
隔
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を

え
る
場
合
に
お
い
て
は
次
の
表
一
の
、
当
該
間
隔
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
次
の
表
一
の
、
当
該
間
隔
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

下
の
場
合
に
お
い
て
は
次
の
表
一
―
二
の
耐
力
壁
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
区
分

以
下
の
場
合
に
お
い
て
は
次
の
表
一
―
二
の
耐
力
壁
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
区

に
応
じ
て
当
該
耐
力
壁
の
長
さ
に
同
表
の
倍
率
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
て

分
に
応
じ
て
当
該
耐
力
壁
の
長
さ
に
同
表
の
倍
率
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ

得
た
長
さ
の
合
計
を
、
そ
の
階
の
床
面
積
（
そ
の
階
又
は
上
の
階
の
小
屋
裏
、

て
得
た
長
さ
の
合
計
を
、
そ
の
階
の
床
面
積
（
そ
の
階
又
は
上
の
階
の
小
屋
裏

天
井
裏
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
に
物
置
等
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
天
井
裏
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
に
物
置
等
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て

、
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
五
十
一
号
に
規
定
す
る
面
積
を
そ
の
階

は
、
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
五
十
一
号
に
規
定
す
る
面
積
を
そ
の

の
床
面
積
に
加
え
た
面
積
）
に
次
の
表
二
に
掲
げ
る
数
値
（
特
定
行
政
庁
が
令

階
の
床
面
積
に
加
え
た
面
積
）
に
次
の
表
二
に
掲
げ
る
数
値
（
特
定
行
政
庁
が

第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
指
定
し
た
区
域
内
に
お
け
る
場
合
に
お

令
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
指
定
し
た
区
域
内
に
お
け
る
場
合
に

い
て
は
、
次
の
表
二
に
掲
げ
る
数
値
の
そ
れ
ぞ
れ
一
・
五
倍
と
し
た
数
値
）
を

お
い
て
は
、
次
の
表
二
に
掲
げ
る
数
値
の
そ
れ
ぞ
れ
一
・
五
倍
と
し
た
数
値
）

乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
、
か
つ
、
そ
の
階
（
そ
の
階
よ
り
上
の
階
が
あ
る
場

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
、
か
つ
、
そ
の
階
（
そ
の
階
よ
り
上
の
階
が
あ
る

合
に
お
い
て
は
、
当
該
上
の
階
を
含
む
。
）
の
見
付
面
積
（
張
り
間
方
向
又
は

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
上
の
階
を
含
む
。
）
の
見
付
面
積
（
張
り
間
方
向
又

け
た
行
方
向
の
鉛
直
投
影
面
積
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
そ
の
階
の
床
面

は
け
た
行
方
向
の
鉛
直
投
影
面
積
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
そ
の
階
の
床

か
ら
の
高
さ
が
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
の
見
付
面
積
を
減
じ
た
も
の

面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
の
見
付
面
積
を
減
じ
た
も

に
次
の
表
三
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
に
次
の
表
三
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

い
。

な
い
。

表
一

表
一

耐
力
壁
の
種
類

倍
率

耐
力
壁
の
種
類

倍
率

緊
結
の
方
法

緊
結
の
方
法



- 62 -

く
ぎ
又

く
ぎ
又

く
ぎ
又

く
ぎ
又

く
ぎ
又

く
ぎ
又

は
ね
じ

は
ね
じ

は
ね
じ

は
ね
じ

は
ね
じ

は
ね
じ

の
種
類

の
本
数

の
間
隔

の
種
類

の
本
数

の
間
隔

㈠

構
造
用
合
板
若
し
く
は

（
略
）

㈠

構
造
用
合
板
若
し
く
は

（
略
）

化
粧
ば
り
構
造
用
合
板

化
粧
ば
り
構
造
用
合
板

（
合
板
の
日
本
農
林
規

（
合
板
の
日
本
農
林
規

格
（
平
成
十
五
年
農
林

格
（
平
成
十
五
年
農
林

水
産
省
告
示
第
二
百
三

水
産
省
告
示
第
二
百
三

十
三
号
。
以
下
「
合
板

十
三
号
。
以
下
「
合
板

規
格
」
と
い
う
。
）
に

規
格
」
と
い
う
。
）
に

規
定
す
る
特
類
又
は
一

規
定
す
る
特
類
又
は
一

類
（
屋
外
に
面
す
る
部

類
（
屋
外
に
面
す
る
部

分
（
防
水
紙
そ
の
他
こ

分
（
防
水
紙
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
も
の
で
有

れ
に
類
す
る
も
の
で
有

効
に
防
水
さ
れ
て
い
る

効
に
防
水
さ
れ
て
い
る

部
分
を
除
く
。
）
又
は

部
分
を
除
く
。
）
又
は

湿
潤
状
態
と
な
る
お
そ

湿
潤
状
態
と
な
る
お
そ

れ
の
あ
る
部
分
（
常
時

れ
の
あ
る
部
分
（
常
時

湿
潤
状
態
と
な
る
お
そ

湿
潤
状
態
と
な
る
お
そ

れ
の
あ
る
部
分
を
除
く

れ
の
あ
る
部
分
を
除
く

。
）
に
用
い
る
場
合
は

。
）
に
用
い
る
場
合
は

特
類
に
限
る
。
）
を
い

特
類
に
限
る
。
）
を
い

う
。
以
下
「
構
造
用
合

う
。
以
下
「
構
造
用
合

板
等
」
と
い
う
。
）
の

板
等
」
と
い
う
。
）
の

う
ち
厚
さ
七
・
五
ミ
リ

う
ち
厚
さ
七
・
五
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
上
の
一
級

メ
ー
ト
ル
以
上
の
一
級

若
し
く
は
厚
さ
九
ミ
リ

若
し
く
は
厚
さ
九
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
上
の
二
級

メ
ー
ト
ル
以
上
の
二
級

、
構
造
用
パ
ネ
ル
（
構

、
構
造
用
パ
ネ
ル
（
構
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造
用
パ
ネ
ル
の
日
本
農

造
用
パ
ネ
ル
の
日
本
農

林
規
格
（
昭
和
六
十
二

林
規
格
（
昭
和
六
十
二

年
農
林
水
産
省
告
示
第

年
農
林
水
産
省
告
示
第

三
百
六
十
号
。
以
下
「

三
百
六
十
号
。
以
下
「

構
造
用
パ
ネ
ル
規
格
」

構
造
用
パ
ネ
ル
規
格
」

と
い
う
。
）
に
規
定
す

と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
一
級
、
二
級
、
三
級

る
一
級
、
二
級
、
三
級

又
は
四
級
を
い
う
。
表

又
は
四
級
を
い
う
。
表

一
―
二
㈣
及
び
㈦
に
お

一
―
二
㈣
及
び
㈦
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
ハ
ー

い
て
同
じ
。
）
、
ハ
ー

ド
ボ
ー
ド
（
日
本
産
業

ド
ボ
ー
ド
（
日
本
工
業

規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ

規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ

」
と
い
う
。
）
Ａ
五
九

」
と
い
う
。
）
Ａ
五
九

〇
五
（
繊
維
板
）
―
一

〇
五
（
繊
維
板
）
―
一

九
九
四
に
規
定
す
る
ハ

九
九
四
に
規
定
す
る
ハ

ー
ド
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー

ー
ド
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー

ド
の
三
五
タ
イ
プ
又
は

ド
の
三
五
タ
イ
プ
又
は

四
五
タ
イ
プ
を
い
う
。

四
五
タ
イ
プ
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
う
ち

以
下
同
じ
。
）
の
う
ち

厚
さ
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

厚
さ
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
又
は
パ
ー

以
上
の
も
の
又
は
パ
ー

テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
（
Ｊ

テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
（
Ｊ

Ｉ
Ｓ

Ａ
五
九
〇
八
（

Ｉ
Ｓ

Ａ
五
九
〇
八
（

パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド

パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド

）
―
一
九
九
四
に
規
定

）
―
一
九
九
四
に
規
定

す
る
一
八
タ
イ
プ
、
一

す
る
一
八
タ
イ
プ
、
一

三
タ
イ
プ
、
二
四
―
一

三
タ
イ
プ
、
二
四
―
一

〇
タ
イ
プ
、
一
七
・
五

〇
タ
イ
プ
、
一
七
・
五

―
一
〇
・
五
タ
イ
プ
又

―
一
〇
・
五
タ
イ
プ
又

は
三
〇
―
一
五
タ
イ
プ

は
三
〇
―
一
五
タ
イ
プ
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を
い
う
。
以
下
同
じ
。

を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
の
う
ち
厚
さ
十
二
ミ

）
の
う
ち
厚
さ
十
二
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
を
片
側
全
面
に
打
ち

の
を
片
側
全
面
に
打
ち

付
け
た
耐
力
壁

付
け
た
耐
力
壁

（
略
）

（
略
）

表
一
―
二
～
表
三

（
略
）

表
一
―
二
～
表
三

（
略
）

六
～
十
六

（
略
）

六
～
十
六

（
略
）


